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諫 早 市 建 設 工 事 中 間 前 金 払 事 務 取 扱 要 領  

 

       一 部 改 正  平 成 23 年 4 月 1 日   23 諫 契 第  44 号  

       一 部 改 正  平 成 28 年 3 月 31 日  27 諫 契 第 222 号  

       一 部 改 正  令 和  8 年 ４ 月 １ 日    7 諫 契 第 840 号  

 

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 諫 早 市 が 発 注 す る 建 設 工 事 に お け る 、 当 該 工

事 の 材 料 費 等 に 相 当 す る 額 と し て 、 請 負 代 金 額 の １ ０ 分 の ４ 以 内

で 既 に 実 施 し て い る 前 金 払 に 追 加 し て 、 当 該 請 負 代 金 額 の １ ０ 分

の ２ 以 内 の 前 金 払（ 以 下「 中 間 前 金 払 」と い う 。）を 実 施 す る た め

に 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 要 件 ）  

第 ２ 条  中 間 前 金 払 の 対 象 と な る 工 事 に つ い て は 、 次 の す べ て の 要

件 を 満 た す も の と す る 。  

(1) １ 件 の 請 負 代 金 額 （ 税 込 ） が ２ ０ ０ 万 円 以 上 で あ る こ と 。  

(2) 既 に 前 払 金 を 支 出 し て い る こ と 。  

(3) 工 期 の ２ 分 の １ を 経 過 し て い る こ と 。  

(4) 工 程 表 に よ り 工 期 の ２ 分 の １ を 経 過 す る ま で に 実 施 す べ き

も の と さ れ て い る 当 該 工 事 に 係 る 作 業 が 行 わ れ て い る こ と 。  

(5) 既 に 行 わ れ た 当 該 工 事 に 係 る 作 業 に 要 す る 経 費 が 請 負 代 金

額 の ２ 分 の １ 以 上 の 額 に 相 当 す る も の で あ る こ と 。  

 （ 対 象 経 費 の 範 囲 ）  

第 ３ 条  中 間 前 金 払 の 対 象 と な る 経 費 の 範 囲 は 、当 該 工 事 の 材 料 費 、

労 務 費 、 機 械 器 具 の 賃 借 料 、 機 械 購 入 費 （ 当 該 工 事 に お い て 償 却

さ れ る 割 合 に 相 当 す る 額 に 限 る 。）動 力 費 、支 払 運 賃 、修 繕 費 、仮

設 費 、 労 働 者 災 害 補 償 保 険 料 及 び 保 証 料 に 相 当 す る 額 と し て 必 要

な 経 費 と す る 。  

 （ 割 合 等 ）  
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第 ４ 条  中 間 前 金 払 の 割 合 は 、 請 負 代 金 額 の １ ０ 分 の ２ 以 内 と し 、

中 間 前 金 払 に よ る 前 払 金（ 以 下「 中 間 前 払 金 」と い う 。）を 支 出 し

た 後 の 前 払 金 と 中 間 前 払 金 の 合 計 額 が 請 負 代 金 額 の １ ０ 分 の ６ を

超 え て は な ら な い も の と す る 。  

 （ 債 務 負 担 行 為 等 に 係 る 契 約 ）  

第 ５ 条  継 続 費 及 び 債 務 負 担 行 為 に 係 る 契 約 で あ っ て 、 前 払 金 を 各

年 度 の 出 来 高 予 定 額 に 対 し て 支 払 う も の に つ い て は 、 各 会 計 年 度

の 年 割 額 に 対 応 す る 出 来 高 予 定 額 を 対 象 と し て 中 間 前 金 払 を す る

こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に 関 わ ら ず 、 市 長 が 必 要 と 認 め た も の に つ い て は 、

第 １ 条 に 規 定 す る 範 囲 内 で 中 間 前 金 払 す る こ と が で き る 。  

 （ 部 分 払 と の 取 扱 ）  

第 ６ 条  中 間 前 金 払 は 、部 分 払 と 併 用 で き な い も の と す る 。た だ し 、

債 務 負 担 行 為 に 係 る 工 事 に お け る 各 年 度 の 出 来 高 予 定 額 （ 最 終 年

度 に 係 る も の を 除 く 。）に 係 る 当 該 年 度 末 の 出 来 高 に 対 す る 部 分 払

に つ い て は 、 当 該 年 度 の 出 来 高 に 対 し て 部 分 払 を す る こ と が で き

る も の と す る 。  

 （ 認 定 方 法 ）  

第 ７ 条  請 負 者 が 、 中 間 前 金 払 を 請 求 す る た め 、 あ ら か じ め 第 ２ 条

の 要 件 に つ い て 認 定 を 受 け よ う と す る 場 合 に は 、 認 定 請 求 書 （ 様

式 １ ） 及 び 工 事 履 行 報 告 書 （ 様 式 ２ ） を 財 務 部 契 約 管 財 課 長 （ 以

下 「 契 約 管 財 課 長 」 と い う 。） に 提 出 さ せ る も の と す る 。  

２  契 約 管 財 課 長 は 、請 負 者 か ら 前 項 の 認 定 の 請 求 が あ っ た と き は 、

工 事 履 行 報 告 書 を 工 事 担 当 課 長 に 送 付 し 、 第 ２ 条 の 要 件 を 満 た し

て い る か 否 か に つ き 、 調 査 を 依 頼 す る も の と す る 。  

３  工 事 担 当 課 長 は 、 工 事 履 行 報 告 書 を 調 査 し 、 第 ２ 条 の 要 件 を 満

た し て い る か 否 か を 工 事 履 行 報 告 書 に 記 載 し 、 確 認 欄 に 押 印 後 、

契 約 管 財 課 長 に 返 送 す る も の と す る 。  

４  契 約 管 財 課 長 は 、認 定 に 係 る 決 裁 を し 、そ の 結 果 を 認 定 調 書（ 様

式 ３ ） に よ り 請 負 者 へ 通 知 す る も の と す る 。  
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 （ 認 定 通 知 ）  

第 ８ 条  前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 認 定 の 請 求 が あ っ た 場 合 は 、 当 該

認 定 に 当 た っ て 、 請 負 者 が 提 出 す る 資 料 に 内 容 の 不 備 若 し く は 提

出 の 遅 滞 が あ っ た と き 又 は 特 別 な 事 情 が あ る と き を 除 き 、 当 該 請

求 を 受 理 し た 日 か ら ７ 日 以 内 に 、そ の 結 果 を 通 知 す る も の と す る 。 

 （ 請 求 及 び 支 払 ）  

第 ９ 条  請 負 者 か ら 中 間 前 金 払 の 支 払 請 求 を 受 け る 場 合 は 、 工 期 末

を 保 証 期 限 と す る 中 間 前 払 金 に 関 す る 保 証 事 業 会 社 の 保 証 証 書 を 、

中 間 前 金 払 請 求 書 に 添 付 さ せ る も の と す る 。  

２  中 間 前 払 金 の 支 払 請 求 が あ っ た と き は 、 そ の 日 か ら ２ ０ 日 以 内

に 中 間 前 払 金 を 支 払 う も の と す る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 １ ０ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、必 要 な 事 項 は 別 に 定 め る 。 

   附  則  

 （ 実 施 時 期 ）  

１  こ の 要 領 は 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 契 約 締 結 す る 案 件 か ら

実 施 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 領 の 実 施 日 以 前 に 契 約 締 結 し た 案 件 に つ い て は 、 変 更 契

約 を 行 い 、 中 間 前 金 払 を 実 施 す る こ と が で き る も の と す る 。  

３  請 負 者 か ら 中 間 前 金 払 を 希 望 す る 旨 の 申 し 出 が あ っ た 場 合 は 、

契 約 管 財 課 長 は 、 請 負 者 に 中 間 前 金 払 に 係 る 契 約 変 更 申 込 書 （ 様

式 ４ ） を 提 出 さ せ 、 変 更 契 約 を 締 結 す る も の と す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


